
札幌市建築確認申請の手引き 

第2章　建築基準法の運用基準 

第１節　意匠 

19　用途制限   

法48条 

 グループホーム 

 

施設の規模、利用者、配置及び各室の独立性等に着目し、実態に応じて、「共同住宅」「寄宿舎」「児

童福祉施設等」のいずれかに該当するかを判断する。ただし、令第19条に規定する建築物については、実

態の如何を問わず「児童福祉施設等」として取り扱う。 

また、デイサービスセンター等の老人福祉施設と一体的な計画となっている場合は、「老人福祉施設」

と「共同住宅」等との複合可分用途建築物として取り扱い、各単体区分が当該用途地域で規制あるいは許

容されている用途かどうかなどを慎重に判断する。 

「寄宿舎」とは、食堂・便所・台所・浴室等が1か所以上又は数箇所に集中して設ける計画となってい

る場合をいい、「共同住宅」とは、各住戸又は住室が独立していて、廊下・階段等の共用部を設ける計画

となっている場合をいう。（共同住宅は「住宅の定義」（2－22P）、寄宿舎は「各種用途の定義」（2－

23P）を参照のこと。） 

 

(１)　「共同住宅」「寄宿舎」に該当する例 

・認知症対応型老人共同生活援助を行う施設（老人福祉法第5条の2第6項） 

・介護予防認知症対応型共同生活介護を行う施設（介護保険法第8条第18項） 

・共同生活援助を行う施設（障害者総合支援法第5条第17項） 

(２)　「児童福祉施設等」に該当する例 

・地域小規模児童養護施設（児童福祉法第41条） 

・小規模グループケアの分園型（児童福祉法第41条） 

 

なお、(１)、(２)に該当しない建築物については建築確認の申請先と協議すること。 
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札幌市建築確認申請の手引き 

第2章　建築基準法の運用基準 

第１節　意匠 

19　用途制限   

法48条 

 工場等 

 

①　仕出し屋、学校の給食センター 

仕出し屋は、食品製造及び加工を行い、専ら相当量の製品を一定のところに納める場合は、「工場」に

該当する。 

また、店頭販売を行うために小規模の調理を行う程度の場合は、「物品販売業を営む店舗」に該当す

る。 

学校の給食センターは、個々の学校の内部にある給食施設は学校の機能の一部とみることができるた

め、「工場」には該当しない。 

 

②　ガソリンスタンド併設小規模自動車工場 

ガソリン等の販売が主であり、小規模に行う洗車・自動車の点検・タイヤ交換・オイル交換等のサービ

スを行う（原動機を使用する場合も含む。）ガソリンスタンドは、法別表第2（に）項第2号でいう「工

場」には該当しない。 

ただし、作業場の床面積が50㎡を超えるものや、車検のための整備が可能な機械を有するものは、「自

動車修理工場」として取り扱う。 

なお、別表第2において規制対象として列記される事業（原動機を使用する塗料の吹付、空気圧縮機を

使用する作業など）を営む場合は、「工場」に該当する。 

準住居地域内で営むことができる特殊な方法による事業として、原動機の出力が7.5㎾以下の空気圧縮

機を使用する作業のうち、騒音レベルが低いロータリー式のもの及びパッケージ式のものを使用する作業

が平5建告第1438号により定められているが、具体の騒音レベルの判定については、当該空気圧縮機から1

ｍの地点でおおむね60㏈以下のものを目安とする。 

なお、「パッケージ式」の空気圧縮機とは、「吸音材を付した鋼板による覆いを付した空気圧縮機で

あって、当該覆いの内部に附属機器、配管等を納めたもの」をいう。（平成5年6月25日付住指発第225

号、住街発第94号） 
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札幌市建築確認申請の手引き 

第2章　建築基準法の運用基準 

第１節　意匠 

19　用途制限   

法48条 

 動物関連施設 

 

①　動物病院、犬猫診療所、ペット美容室・ペットホテル 

動物病院等は令第130条の5の3第三号にある「サービス業を営む店舗」として取り扱う。 

ただし、原則は建築物の部分ごとに用途判断する。 

例）ペットホテルの受付等の部分を令第130条の5の3第三号にある「サービス業を営む店舗」、飼育・

保管する部分は「畜舎」として取り扱う。 

 

②　畜舎 

ペットの繁殖・飼育施設は「畜舎」に該当するが、桁下の高さが1.4ｍを超えないものは建築物として

取り扱わない。 

また15㎡を超える附属畜舎は第一種低層住居専用地域内、第二種低層住居専用地域内及び第一種中高層

住居専用地域内に建築することはできない。（令第130条の5、令第130条の5の5）（※単独畜舎は規模に

よらず、建築することはできない。） 

なお、15㎡を超える畜舎は第二種中高層住居専用地域内に建築することができない。（令第130条の7） 
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札幌市建築確認申請の手引き 

第2章　建築基準法の運用基準 

第１節　意匠 

20　道路斜線   

法56条 

 特殊な形状の道路等に接する場合の制限 

　 

①　ボトルネック型道路（幅員が変化する道路） 

図１のように、ボトルネック型道路に接する敷地（敷地b）においては、2つの前面道路があるものとみ

なして、令第132条の規定を適用する。敷地aについては、令第132条の緩和はないものとして考える。 

 

 

図１ 

 

②　片側道路が不定幅員である2方向道路 

　2方向の道路に接しており、片側の道路幅員が一定でない場合の令第132条の規定については図２、３の

とおりとする。 

　　　  

図２　　　　　　　　　　　　　　　　　図３ 
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札幌市建築確認申請の手引き 

第2章　建築基準法の運用基準 

第１節　意匠 

21　天空率   

法56条 

 天空率の取扱い 

 

①　確認申請書に添付する図書 

(１)　高さ制限適合建築物の配置図（以下のア～コの事項を明示すること） 

ア　縮尺 

イ　方位 

ウ　敷地境界線 

エ　敷地内における高さ制限適合建築物の位置 

オ　擁壁の位置 

カ　土地の高低 

キ　高低差区分区域の境界線（隣地・北側高さ制限の場合） 

ク　高さ制限適合建築物の各部分の高さ 

ケ　敷地の接する道路の位置・幅員（幅員は道路高さ適合建築物の場合） 

コ　天空率の算定位置（測定点） 

 

(２)　天空率算定プログラムによる天空図及び天空率判定一覧表 

ア　計画建築物の各測定点ごとの天空図及び天空率 

イ　高さ制限適合建築物の各測定点ごとの天空図及び天空率 

ウ　上記の各測定点ごとの天空図の比較・判定 

エ　算定プログラムの名称及びメーカー名 

 

(３)　三斜求積による天空率との比較検討をした資料 

ア　天空率により高さ制限の緩和を受ける部分のうち、計画建築物と高さ制限適合建築物の天空率

の差が最も小さな測定点を含んだ数箇所について検討すること 

イ　計画建築物・高さ制限適合建築物のそれぞれについて、測定点からの仰角・方位角・距離及び

高さを記入すること 

ウ　安全率（計画建築物の天空率－適合建築物の天空率）は0.02%以上とすること 

 

(４)　計画建築物に各高さ制限の斜線を記入した立面図又は断面図 
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札幌市建築確認申請の手引き 

第2章　建築基準法の運用基準 

②　天空率検討における留意事項 

(１)　道路高さ制限・隣地高さ制限及び北側高さ制限は、それぞれ別に適用除外することができる。 

(２)　日影規制（法第56条の2）、高度地区（法第58条）は、天空率の適用による緩和の対象とはなら

ない。 

(３)　制限適合建築物を描く際には、他の形態制限（容積率制限・日影規制及び他の境界線からの斜

線制限等）は考慮しない。 

(４)　道路高さ制限、隣地高さ制限及び北側高さ制限の緩和を受ける場合、緩和の対象となる道路境

界線、隣地境界線だけでなく、それ以外の境界線についても算定、比較する必要がある。 

(５)　天空率の算定位置が建築物の敷地よりも低い場合には、建築物の敷地の地盤を含めて天空率を

算定する。 
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札幌市建築確認申請の手引き 

第2章　建築基準法の運用基準 

第1節　意匠 

22　日影制限   

法56条の2 

 日影制限の取扱い 

 

①　日影制限の目的　 

日影制限（法第56条の2）は、住居系用途地域等において公法上の制限をすることにより、一定の地域

における中高層建築物による日影を定められた範囲内におさめ、それらの地域の日照による住環境を確保

することを目的としている。 

本項は、本条文を適正かつ円滑に運営するための札幌市の取扱い等をまとめたものである。 

なお、札幌市では、用途地域の指定のある区域において、制限時間を条例により法別表第4の（に）欄

(2)に指定しており、その内容は表１のとおりである。 

また、平成22年12月9日より、用途地域の指定のない区域（市街化調整区域）の一部に新たに日影制限

を適用している。適用を受ける区域については表1のとおりである。区域については札幌市ホームページ

の「用途地域の指定のない区域における日影制限区域について」

(https://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/kakuninn/kokuji/hikagejogai/index.html）を参照する

こと。 

表１　用途地域別の日影制限 

（い） （ろ） （は） （に） 

用途地域が指定されている地域 

 

用途地域の指定のない区域のうち 

下記の区域 

制限を受ける建築物 

平均 

地盤面 

からの 

高さ 

敷地境界線から

の水平距離が5ｍ

を超えて10ｍ以

内の範囲におけ

る日影時間 

敷地境界線から

の水平距離が10

ｍを超える範囲

における日影時

間 

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

Ａ

区

域 

○新川北地区(調20)の全区域 

 

○曙11条2丁目地区(調23)の 

 

一般住宅地区の区域 

○上記に接する区域のうち 

市長が定める区域 

軒の高さが7ｍを超える

建築物又は地階を除く

階数が3以上の建築物 

1.5ｍ 3時間 2時間 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

Ｂ

区

域 

○曙11条2丁目地区(調23)の 

医療・福祉地区の区域 

 

○上記に接する区域のうち 

市長が定める区域 

高さが10ｍを 

超える建築物 
4ｍ 3時間 2時間 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

近隣商業地域 

準工業地域 

Ｃ

区

域 

○清田・真栄地区(調21)の 

全区域 

 

○曙11条2丁目地区(調23)の 

沿道地区の区域 

 

○上記に接する区域のうち 

市長が定める区域 

高さが10ｍを 

超える建築物 
4ｍ 4時間 2.5時間 

※日影規制除外区域：近隣商業地域、準工業地域、再開発等促進区の区域の一部に指定（2-72P参照） 

指定状況は「札幌市地図情報サービス」を参照のこと 

【札幌市地図情報サービス】https://www.city.sapporo.jp/johoo/it/web_gis/web_gis.html 
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札幌市建築確認申請の手引き 

第2章　建築基準法の運用基準 

②　日影制限を受ける建築物の高さについて 

(１)　日影制限の適用を受けるか否かの判断をする場合、建築物の高さは、令第2条第2項により高低

差3ｍ以内ごとの平均地盤面から測定する。 

塔屋等の屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下で、高さが5ｍ以下の場合は高さ

に算入しない。 

(２)　令第2条第2項に規定する建築物の高さは、棟毎に算定する。また、以下について参照するこ

と。 

・「高さに算入しない屋上部分」（基準総則P107～108） 

・「軒の高さ」（2－92P） 

・「地盤面」（2－87～89P） 

 

③　平均地盤面の算定について 

平均地盤面とは建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面である。建築物が日影制

限を受ける建築物かどうかは、この平均地盤面からの高さにより判断する。（H1又はH2で検討する。） 

接する位置の高低差が3ｍを超える場合は高低差3ｍ以内ごとの平均高さをとる。 

 

図１　建築物の平均地盤面の算定方法 
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札幌市建築確認申請の手引き 

第2章　建築基準法の運用基準 

④　屋上に設ける建築設備等の日影制限について 

(１)　日影制限を受ける建築物においては、建築物の部分はすべて日影制限の対象となる。すなわち

屋上に設けるクーリングタワー・高架水槽・煙突・太陽光発電パネル等の建築設備は建築物の部分

であり、塔屋等と同様に日影制限の対象となる。 

(２)　屋外階段・むね飾・フェンス等も⑴と同様に日影制限の対象となる。 

※​ 雪庇防止柵について「雪庇防止柵の取扱い」（2－93P）を参照すること。 

(３)　屋上広告塔等は工作物であり、日影制限の対象とならない。(建築物と一体化しているものを除

く。) 

 

⑤　真北について 

日影制限においては真北の設定誤差により、等時間日影線の誤差がかなり大きくなる。そのため真北の

方向は以下のいずれかの方法により正確に設定する。 

(１)　測量法に基づく第XⅡ座標系により方眼北を算出し、適切に真北へ補正する。 

(２)　日影図において測定線と等時間線が接近しない場合は、建築指導部に備え付けの札幌市現況図

（1/2500）により敷地と接する道路と方眼北とのなす角度を測定し、適切に真北に補正した方位も

可とする。 

 

⑥　方眼北の算出方法　 

方眼北の方位は第Ⅻ座標系のX軸と平行なので、測量により求められた座標値から図２のように求めら

れる。 

 

図２ 
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札幌市建築確認申請の手引き 

第2章　建築基準法の運用基準 

⑦　方眼北から真北への補正について 

札幌市における真北は、第XⅡ座標系による方眼北より東におよそ30～40分偏っている。真北と方眼北

の偏角は以下のように求められるが、建築指導部に備え付けの札幌市現況図（1/2500）により偏角を30分

若しくは40分とすることもできる。（エリアは以下参考図のとおり） 

　 

　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図 

札幌市現況図で検索し、最新の索引図をご確認ください。 
（参照）札幌市現況図：https://www.city.sapporo.jp/keikaku/hambai/genkyouzu_n.html 
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札幌市建築確認申請の手引き 

第2章　建築基準法の運用基準 

⑧　緯度について 

札幌市域は北緯42°46′～43°11′の範囲にあるが、日影図を作成する場合に基準とする緯度は北緯

43°03′とする。 

なお、上記緯度における方位角・倍率は「方位角・倍率表」（2－76P）のとおりである。 

 

⑨　測定水平面の算定について 

日影制限の測定水平面は、平均地盤面から一定の高さ（1.5ｍ又は4ｍ）だけ上がった水平面である。こ

の場合平均地盤面は、敷地の高低差が3ｍを超えても敷地全体で算定する。 

また同一の敷地内に2以上の建築物がある場合は、これらを一つの建築物とみなして平均地盤面を算定

する。（H1’又はH2’で検討する。） 

 

 

図３　測定水平面の算定方法 

 

⑩　敷地が道路・水面・線路敷等に接する場合の日影制限の緩和について 

(１)　道路は、敷地に接する道路及び連接する道路を緩和対象とする。高架道路は高架下部に建築物

が設けられている場合を除き、その管理区域を含めて緩和対象とする。また、公園等の様を呈して

いても道路管理者が所管する区域については、道路とみなし緩和対象とする。 

(２)　水面は、河川・湖沼等でその管理区域を含めて緩和対象とする。暗渠となっている河川等は、

地上部が主として管理のために利用されている場合に限り緩和対象とする。また、公園等の様を呈

していても河川管理者が所管する区域については、河川とみなし緩和対象とする。 

(３)　(１)又は(２)の場合であっても、都市公園及び都市公園に準ずる公共緑地として位置づけら

れ、公的機関が公園・緑地等として所管する区域については緩和対象としない。 

(４)　線路敷は、管理区域を含め緩和対象とするが、駅舎・附属施設等の建築物の敷地は緩和対象と

しない。また、現に建築物がなくても建築計画がある場合については緩和対象としない。高架の線

路敷は、原則として緩和対象とならないが、高架下部の高さが3.2ｍ以下の場合については、緩和の

対象としているので北海道旅客鉄道㈱と協議すること。 
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（５）　(１)～(４)において敷地に接する道路等の中では日影制限を受けないが、その範囲からは敷

地から見通せる部分に限るものとする。（図４） 

(６)　上記の緩和の適用を受ける場合は、道路・水面・線路敷等の幅員と敷地がこれらに隣接してい

ることが分かる資料（地番図・地積図・造成測量図・隣接証明等）を添付すること。隣地証明を請

求する場合は「令第135条の12第1項の緩和の適用を受けるためのものである」旨を説明して請求す

ること。 

 

　（問合わせ先） 

　河川・・・・・　国土交通省北海道開発局札幌河川事務所（011-581-3235） 

空知総合振興局札幌建設管理部事業課（011-662-1161） 

札幌市下水道河川局事業推進部河川管理課（011-818-3415） 

　線路敷・・・・　北海道旅客鉄道株式会社（011-700-5788） 

札幌市交通局事業管理部総務課（011-896-2711） 

　高速道路・・・　NEXCO東日本北海道支社（011-896-5211） 

 

図４ 
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⑪　敷地が隣地より低い場合の日影制限の緩和について　 

建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地で、日影の生ずるものの地盤面（隣地又はこ

れに連接する土地に建築物がない場合においては、当該隣地又はこれに連接する土地の平均地表面をい

う。）より1ｍ以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から1ｍを減じた

ものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。 

ただし、この緩和の適用は原則として隣地等が造成地であり、建築物の敷地としてほぼ確定している場

合とする。 

なお、緩和の適用を受ける場合は、隣地所有者に「令第135条の12第1項第2号の緩和の適用を受ける」

旨の説明をし、立入りの了解を得て測量し、測量士が署名捺印した高低測量図を確認申請書に添付するこ

とが望ましい。 

 

⑫　制限の異なる区域にまたがる場合について　 

日影制限は、建築物によって日影を生じる区域の制限を受ける。 

このため、敷地又は建築物が制限の異なる区域にまたがる場合のほか、建築物によって生じる日影が同

様の場合についても以下の(１)～(４)のとおりとする。 

(１)　法第56条の2第1項 

日影制限対象区域は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用

地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・

準工業地域の内で市長が定める区域（日影除外区域）を除いた地域である。この区域内にある対象建

築物は日影制限の適用を受ける。 

(２)　法第56条の2第4項 

対象区域外（商業地域・工業専用地域等）にある高さが10ｍを超える建築物が対象区域内に日影を

生じさせる場合は、日影制限の対象建築物とみなして対象区域内の適用を受ける。 

(３)　法第56条の2第5項（令第135条の13 前段） 

対象建築物が、制限の異なる区域にまたがる場合は、それぞれの対象区域内に建築物があるものと

みなして、それぞれの区域の日影制限の適用を受ける。 

(４)　法第56条の2第5項（令第135条の13 後段） 

対象建築物が制限の異なる区域にまたがって日影を生じさせる場合は、それぞれの対象区域内にそ

の建築物があるものとみなして、それぞれの区域の日影制限の適用を受ける。 
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⑬　制限の異なる区域にまたがる場合 
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⑭　制限の異なる区域に日影を生じさせる場合 
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⑮　日影規制除外区域について（条例第5条） 

近隣商業地域及び準工業地域又は都市計画法第12条の5第3項の規定により定められた再開発促進区（同

条第2項第3号に規定する地区整備計画が定められている区域に限る。）のうち市長が定める区域（以下

「日影規制除外区域」という。）については日影制限が除外される。 

なお、日影制限から除外されているのは日影規制除外区域内に生じる日影についてであり、建物が日影

規制除外区域内にある場合においても、日影制限を受ける区域内に生じる日影については制限を受ける。

（図５） 

 

図５ 
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⑯　測定線と等時間日影線が接近している場合について　 

測定線と等時間日影線との離れが1ｍ以下に接近している場合は、以下の(１)～(３)のいずれかにより

測定線を超えないことを確認する。 

(１)　ソフトにより作成した日影図及び接近点（測定点）の日影時間の読み取り一覧表を添付するこ

と 

(２)　複合日影の場合は、チャートによる読み取りも可とする。この場合、各測定点の日影時間読み

取り一覧表を添付すること 

 

 

(３)　測定線と等時間日影線との離れが計算で求められる場合は、計算による。 

　　※等時間日影線を概略化しないこと。 

 

 

⑰　建物形状を単純化することによる日影図の作成について 

屋外階段・バルコニー等の凹凸のある複雑な形状の建築物の全部又は一部について各部分を外から包む

ような単純な形状に置き換えて日影図を作成しても良い。 

 

図６　単純化の例 
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⑱　日影図の作成要領 

日影制限の対象建築物に係る確認申請書に添付すべき図書、及びこれに明示すべき事項は、以下の(１)

～(12)による。また、「⑲日影図例」も参考にすること。 

(１)　縮尺 

1/100～1/200とする。 

敷地規模等により、これにより難い場合は各時刻の日影形状が判読できる縮尺とする。 

(２)　方位 

道路と真北（補正したもの）とのなす角度を記入する。 

(３)　緯度 

北緯43°03′とし、図面に明示する。 

(４)　敷地 

日影図に敷地境界線・敷地寸法を記入する。敷地の形態が複雑な場合、又は測定線と等時間日影線

が接近している場合は、測量図・地積図・宅地造成図等の資料を添付する。 

(５)　建築物の配置 

日影図に建築物の配置寸法及び建物の主要寸法を記入する。建築物の形状を単純化する場合は、そ

の方法を図示する。 

(６)　道路・水面・線路敷等の位置及び幅員 

敷地に接する道路・水面・線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員を記入する。 

(７)　建築物の高さ 

建築物の各部分の平均地盤面からの高さを記入する。また、測定水平面からの高さも記入する。平

均地盤面は、その計算根拠を記載する。 

(８)　測定線 

敷地境界線から水平距離5ｍ、10ｍの測定線を記入する。敷地が水面・線路敷等に接し緩和の適用

を受ける場合は、境界証明・地番図等の資料等を添付する。 

(９)　用途地域及び制限時間 

日影図に用途地域名及び規制時間を記入する。 

日影が複数の用途地域にまたがる場合は、それぞれの用途地域名及び制限時間並びに境界線を記入

する。また、日影規制除外区域についても記入する。 

(10)　方位角及び影の長さ 

　建築物の各部分の各時刻における方位角、及び影の長さを日影対象用途地域ごとに一覧表にする。 

(11)　日影の形状 

建築物が冬至日における午前9時から午後3時までの30分ごとに測定水平面上に生じる全日影の形状

を図示する。 
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(12)　等時間日影線 

建築物が冬至日における午前9時から午後3時までに測定水平面上に生じる日影の制限時間による等

時間日影線を記入する。 

測定線と等時間日影線との離れが1ｍ以下に接近している場合は、離れの計算を行う。 

 

⑲　日影図例 
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第2章　建築基準法の運用基準 

第1節　意匠 

22　日影制限   

法56条の2 

 方位角・倍率表 

 

方位角・倍率の目安は下表による。 

 

　　　　北緯　43 .05°（ 43°03′）［冬至］ 

時刻 方位角 倍率 

 9：00 －41.484° （－41°29′） 4.839 

 9：30 －35.339° （－35°20′） 3.711 

10：00 －28.835° （－28°50′） 3.079 

10：30 －21.990° （－21°59′） 2.697 

11：00 －14.847° （－14°51′） 2.466 

11：30 －7.483° （ －7°29′） 2.340 

12：00 0.000° （   0°00′） 2.300 

12：30 7.483° （   7°29′） 2.340 

13：00 14.847° （  14°51′） 2.466 

13：30 21.990° （  21°59′） 2.697 

14：00 28.835° （  28°50′） 3.079 

14：30 35.339° （  35°20′） 3.711 

15：00 41.484° （  41°29′） 4.839 
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第2章　建築基準法の運用基準 

第１節　意匠 

23　北側斜線高度地区   

法58条 

 第一種又は第二種低層住居専用地域以外の用途地域での制限 

 

①　敷地が第一種又は第二種低層住居専用地域とそれ以外の用途地域にまたがる場合の制限について 

敷地の北側に第一種又は第二種低層住居専用地域があり、それ以外の用途地域とまたがっていて、用途

地域境界より南側がHｍ北側斜線高度地区の場合は、建築物の高さを指定されている絶対高さ以下とし、

かつ、北側隣地境界線から真北方向の水平距離に5ｍを加えたもの以下としなければならない。 

 

図１ 
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②　北側隣地境界線が第一種又は第二種低層住居専用地域以外にある場合の制限について 

北側隣地境界線が第一種又は第二種低層住居専用地域以外で、Hｍ北側斜線高度地区の場合は、建築物

の高さを指定されている絶対高さ以下とし、かつ、北側隣地境界線ではなく、用途地域境界から真北方向

の水平距離に5ｍを加えたもの以下としなければならない。 

 

図２ 

 

③　真北について 

　真北の算定方法等については「日影制限」（2－63～78P）の項を参照すること。 

 

④　高度地区規定書第5項について 

　【問い合わせ先】　政）都市計画部都市計画課（011-211-2506）  
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第１節　意匠 

24　緩和型の地区計画  
 

法68条の5

の3他 
 

高度利用型及び街並み誘導型地区計画と建築基準法との関係 

 

札幌市では、再開発等促進区を定める地区計画のほかに、緩和型の地区計画として、高度利用型地区計

画と街並み誘導型地区計画を活用している。 

各地区に適用される緩和型地区計画の種別と建築基準法との関係は下表のとおり。 

決定 

番号 
地区の名称 

緩和型地区計画の種別（〇：適用される地区計画） 

高度利用型地区計画 

（都市計画法第12条の8） 

街並み誘導型地区計画 

（都市計画法第12条の10） 

緩１ 都心創成川東部地区 ○ ― 

緩２ 大通交流拠点地区 ○ 〇 

緩３ 札幌駅前通北街区 ○ 〇 

緩４ 南4条西4丁目南地区 ○ ― 

緩５ 北1条西5丁目北地区 ○ ― 

緩６ 北6条東3丁目周辺地区 ○ ― 

緩７ 大通Tｿﾞｰﾝ札幌駅前通地区 ○ 〇 

緩８ 琴似本通地区 ○ ― 

緩９ 時計台周辺地区 ○ ○ 

緩１０ 平岸駅周辺地区 ○ ― 

建築基準法との関係 

法第68条の5の3第1項より、地

区計画において定められた容

積率を、法第52条第1項第二号

から第四号(都市計画による容

積率)の容積率とみなす。 

法第68条の5の5第1項又は第2

項より、特定行政庁による認

定を受けた場合、法第52条第2

項(前面道路による容積率)又

は法第56条(斜線制限)が緩和

される。 

上表の「特定行政庁による認定」のほか、壁面の位置の制限の適用除外に係る認定等を受ける場合は、

「札幌市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例（昭和58年条例第１号）」に基づく市長

の認定と、「地区整備計画」に基づく市長の認定がそれぞれ必要となる。 

各認定手続の窓口は、下表のとおり。 

緩和型地区計画における認定の項目 認定手続の窓口 

地区整備計画による容積率の最高限度の認定 政）都市計画部地域計画課 

（℡　211-2545） 

壁面の位置の制限の適用除外に係る認定等 
都）建築指導部管理課 

（℡　211-2859） 上表の「特定行政庁による認定」 

※認定の項目ごとに、それぞれ認定手続が必要となるため注意すること。
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第１節　意匠 

25　仮設建築物   

法85条 

 木ぐいの使用 

 

令第38条第6項には、「建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木

造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。」とされている。これ

は、木ぐいの防腐措置を規定したものであるが、小規模な建築物は除かれている。 

法第85条の規定により仮設の許可を受けた建築物については、令第37条（構造部材の耐久）の規定は緩

和されているが、前述の規定は緩和されていない。（令第147条） 

しかし、法の趣旨からみて、仮設建築物の規模がそれほど大規模でなく、かつ、許可の期間が長期に渡

らないものについては、同規定を緩和しても支障ないと考えられる。 

したがって、許可を受けた仮設建築物で、以下の(１)～(３)の条件に適合するものについては、木ぐい

の使用を認めることとする。 

(１)　構造規模は、2階建て以下程度の軽量鉄骨造又は木造とすること。 

(２)　仮設の期間は、1年以下とすること。 

(３)　木ぐいの腐食に留意し、定期的な点検を行い構造耐力上安全であることを確かめること。 
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第2章　建築基準法の運用基準 

第１節　意匠 

26　一団地等の認定  法86条他 
一団地等の認定の建築確認申請等における取扱い 

 

一団地等の認定を受けた建築物の建築確認申請等における取扱いは以下の(１)～(３)のとおりとする。 

　(１)　一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物の敷地ごとに申請すること。 

　　※一団地等における全体の区域ではない。 

　(２)　確認申請書（正本・副本）には、認定年月日及び認定番号を記載するとともに、認定通知書の写

し及び一団地区域図（区域内の各建築物の敷地設定が明確に分かるもの）を添付すること。 

　(３)　完了検査は、確認申請ごとに行うこと。  
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第2章　建築基準法の運用基準 

第１節　意匠 

27　床面積   

法92条 

 床面積の算定 

 

①　公共用歩廊、傘型又は壁を有しない門型の建築物 

屋内的用途に供されている部分を確定することが困難な場合には、図1に示すように先端から1ｍ後退し

た破線の内側の部分を床面積に算入する。 

 

図１ 

 

②　吹きさらしの廊下 

(１)　「外気に有効に開放されている部分」の要件は以下のア、イのとおりとする。 

ア　隣地からの距離が1ｍ以上（商業地域及び近隣商業地域は0.5ｍ以上）であること。ただし、隣地

が公園、水面等で将来にわたって空地として担保される場合には、考慮しなくて良い。 

イ　当該部分が面する同一敷地内の他の建築物又は当該建築物の部分からの距離が2ｍ以上であるこ

と。 

　　 

なお、ア、イのいずれの場合も、距離の検討は各階及び廊下の各部分ごとに行うこととする。例え

ば、図２のように、隣地境界線との距離が部分により異なる場合には、図の斜線部分は床面積に算

入される。また、図３のような場合には、水平距離が2ｍ未満となる網掛け部分は、床面積に算入す

ること。 

 

　　　　 　　　　  

図２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図３ 
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札幌市建築確認申請の手引き 

第2章　建築基準法の運用基準 

(２)　「外気に有効に開放されている部分」の取扱いに関し、プライバシー保護のための目隠しや、

高層住宅の上階部分、強風、寒冷地域等において設置される風防スクリーンについては、住戸の

出入り口の前面に設けられ、プライバシーの保護や風雪の吹き込みを防ぐために必要と認められ

る範囲（1住戸の廊下の長さの1/3以下かつ2ｍ以下）のものであれば、外気に開放されているとみ

なして支障ない。 

 

③　屋外階段 

屋外階段の開放部分をパイプ等の簡易なもので囲う場合、開放された部分の長さが周長の1/2以上であ

り、かつ、開放率50％以上の隙間がある場合については、外気に有効に開放されているものとみなす。 

 

④　灯油タンク等スペース 

住宅（共同住宅を除く。）に設置されている灯油タンクその他設備機器等が図4・5に該当する場合、外

気に有効に開放されている部分で、奥行き2ｍ以下のものは床面積に算入しない。 

ただし、2ｍを超える場合は、全て床面積に算入する。 

 

 

図４　　　　　　　　　　　　　　　　　　図５　　　 

 

(１)　「外気に有効に開放されている部分」については「②吹きさらしの廊下」（2－84P）の項に準

ずる。 

(２)　図４・５のようにスクリーン等を設けた場合でも、「外気に有効に開放されている部分」とみ

なす。 
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第2章　建築基準法の運用基準 

第１節　意匠 

28　建築面積   

法92条 

 屋外階段の建築面積の算定 

 

屋外階段の建築面積の算定については以下(１)、(２)のとおりとする。 

(１)　建築面積に算入しない場合 

　図１のとおり、1階に入るための階段については建築面積に算入しない。 

 

図１ 

 

(２)　建築面積に算入する場合 

図２のとおり、2階以上の階に入るための階段については建築面積に算入する。床面積については、

基準総則（P77～104）や手引き（2-3～4P）を参照すること。 

 

図２ 

 

なお、市条例第13条により、積雪及び凍結等によって避難に支障をきたすことのない構造としなけ

ればならない場合があるため、留意すること。 
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第2章　建築基準法の運用基準 

第１節　意匠 

29　地盤面   

法92条 

 地盤面の算定 

 

①　からぼり等がある場合の地盤面の算定 

建築物本体と一体的な周壁を有するからぼり等がある場合には、当該建築物及び周壁の外側の部分を

「周囲の地面と接する位置」とする。（図１） 

ただし、斜面地等において大規模な擁壁と共に設けるからぼり等の場合には、建築物が実際に接する地

表面の位置を「周囲の地面と接する位置」とする。（図２） 

 

【解説】 

(１)　確認申請時の現況地盤面よりも掘り込んだからぼりを建築物と一体的に設けた場合には、建築

物及びからぼりの周壁の外側の地面と接する位置を「周囲の地面と接する位置」とする。（図１） 

(２)　斜面地や高低差がある敷地に大規模な擁壁を設けて土地を造成し、からぼりを設けた場合、建

築物が実際に接する地表面の位置を「周囲の地面と接する位置」とする。（図２） 

 

　　　　 　　　　  

　　図１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図２ 
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②　建築物が接する位置に盛土が行われている場合の地盤面の算定 

盛土後に建築物が接する位置を「建築物が周囲の地面と接する位置」とする。ただし、敷地の衛生上、

安全上必要な範囲を超える盛土又は局部的な盛土がなされる場合においては、当該盛土後に、建築物が

接する位置以外の適切と考えられる位置を「周囲の地面と接する位置」として設定する。 

 

【解説】　 

(１)　実際に地表面と接する位置を「周囲の地面と接する位置」とすることが原則である。ただし書き

に該当する場合は、確認申請時の現状の地盤と盛土後の接する位置との間の適切な位置に「周囲の地

面と接する位置」を設定する。 

(２)　「敷地の衛生上・安全上必要な範囲を超える盛土」とは、敷地からの排水経路、避難経路の確

保、基礎の保護のために一般的に必要な高さより著しく高い盛土を指す。（敷地の形状、周辺の状況

によるため、それぞれの土地の特性により判断する。） 

（3）「局部的な盛土」とは、以下のア又はイに該当するものをいう。（図３）なお、盛土の取扱いに

ついては「盛土の取扱い」（2－90～91P）を参照すること。 

ア　フラワーポット等、意匠的に設けられる小規模なもの又は容易に撤去可能なもの。 

イ　上部の水平な面が幅2ｍ以上の広がりを持たないもの。ただし、隣地境界線又は道路境界線まで、そ

れぞれ隣地又は道路の高さと同程度まで盛土をした場合は、水平な面の広がりが小規模であっても、盛

土後の地盤面を「周囲の地面と接する位置」とする。 

 

図３ 
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③　垂直な面に建築物の一部が接する場合（図４） 

 

図４  
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第2章　建築基準法の運用基準 

第１節　意匠 

29　地盤面   

法92条 

 盛土の取扱い 

 

①　建築物の高さの算定における盛土の取扱い 

建築物の高さを算定する場合における盛土の取扱いは以下の(１)、(２)による。 

(１)　盛土をした場合、地盤面の算定は、その敷地が接する道路境界線の平均の高さを基準点と

し、その基準点から70㎝（建築物の外壁から敷地境界までの距離が70㎝以下の場合はその数値）

を限度とする。（図１） 

　なお、地盤面の算定については「地盤面の算定」（2－87P）を参照すること。 

 

 

図１ 

 

 

(２)　傾斜地や窪地等で上記により難い場合は、建築確認の申請先と協議すること。 
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第2章　建築基準法の運用基準 

②　盛土部分の保護 

盛土を行う場合は、以下の(１)～(３)に掲げる措置を取り、安全上、衛生上支障のない構造とするこ

と。 

(１)　盛土は建築物の周囲を盛土することとし、明瞭な地盤を形成し、盛土部分が崩れないよう適切

な処置をすること。 

(２)　擁壁等による処理の場合は、腐らない材質（RC造・補強CB造・土留めブロック・PCパネル・矢

板等）とすること。 

(３)　法面処理の場合は、管理幅2ｍを確保した上で法面勾配を1対1以下とし、雨水排水溝・芝張り等

の法面保護を行うこと。（図２） 

 

 

 

図2 
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第2章　建築基準法の運用基準 

第１節　意匠 

30　軒の高さ   

法92条 

 軒の高さの算定 

 

構造、小屋組別の軒の高さの算定については、基準総則（P116）によるほか、図１～３のとおりとす

る。 

 

　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　  

　　図１木造（無落雪）　　　　　　　　　　　　　　図２木造（合わせ梁） 

 

　　　　　　  

　　　　　　　図３木造（パネル工法） 

 

 

　図４のような形状の自動車車庫の軒の高さの算定については、図示のとおりとする。 

 

 

　　　　　　　　　　　　図４　自動車車庫  
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第2章　建築基準法の運用基準 

第１節　意匠 

31　雪庇防止柵   

法92条 

 雪庇防止柵の取扱い 

 

①　建築物の高さ（令第2条第1項第六号） 

「棟飾・防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部」として取り扱い、高さに算入しない。 

 

②　採光上の有効面積の算定方法（令第20条） 

採光関係比率の検討にあっては、雪庇防止柵を「開口部の直上にある建築物の各部分」に含まれるもの

とする。 

 

③　日影制限（法第56条の2） 

日影制限を受けるか否かを判断する「建築物の高さ」は①によるが、日影制限の検討は雪庇防止柵を含

めるものとする。 
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札幌市建築確認申請の手引き 

第2章　建築基準法の運用基準 

第１節　意匠 

32　階数   

法92条 

 地階部分の取扱い 

 

水平投影面積が令第2条第1項第八号の条件を満たす場合、階数に算入されない建築物の地階部分とは、

以下の(１)、(２)に該当するものとする。 

 

(１)　屋内的空間を有し、形状的には「階」に該当するが、居室を有していないこと。 

(２)　用途、機能、構造上、地階に設けることが適当であること。 

 

したがって、地階に物置を設け、そこへ通じる階段を設けた場合にも、水平投影面積が建築面積の1/8

以内であれば階数に算入されない。この場合の水平投影面積は階段部分も含めた面積とする。 

なお、これらの部分は「階数」に算入されないが、「階」には該当し、その部分の床面積は延べ面積に

算入される。 
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札幌市建築確認申請の手引き 

第2章　建築基準法の運用基準 

第１節　意匠 

33　機械式駐車場   

法92条 

 機械式駐車場の取扱い 

 

①　3段式又は昇降横行ピット式の取扱い 

外壁・屋根等の覆いのないもので、かつ、高さが8ｍ以下のものは工作物として取り扱い、それ以外の

ものは建築物として取り扱う。 

床として認識することが困難な形状の場合、床面積の算定にあたっては、1台あたり15㎡で算定し、申

請書の面積表の1階部分に記入する。 

 

②　ピット式でパレット昇降タイプの高さの取扱い 

機械式駐車場（ピット式でパレット昇降タイプに限る。）の高さは、主要な骨組みの設置面（ピットに

設置する場合はピット床スラブ上端）から、主要な骨組み又は装置（収納時）の最上端までの距離のう

ち、大きい方とする。 

 

図  
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第2章　建築基準法の運用基準 

第１節　意匠 

34　高床式建築物   

法92条 

 高床式建築物の取扱い 

 

　高床式建築物の取扱いについては、以下の(１)～(５)のとおりとする。 

(１)　地上階にあっては、H（平均GLより土台下端）≦1.5ｍかつ、〔h1≦1.4ｍかつh2≦1.4ｍ〕の場

合のみ階数及び床面積に算入しない。 

(２)　地階にあっては、H≦1.5ｍ又はh≦1.4ｍのときは、未使用部分は基礎（床下）として扱い、階

数及び床面積に算入しない。 

(３)　床下部分の一部を車庫に利用している場合は、その部分を階及び床面積に算入する。 

(４)　床下部分の一部を物置等に利用している場合は、その部分を階及び床面積に算入する。ただ

し、基準総則（P118～119）の小屋裏物置等の条件を満足できる場合はこの限りではない。 

(５)　敷地条件等によりこの規定により難い場合は、建築確認の申請先と協議すること。 

 

 

 

　　　　　  

図１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図２ 

 

 

　 　　　　  

図３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図４ 
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